
 

 

ネットワーク再編の暫定実施に伴う具体的要員措置計画について  

  

 信越支社郵便事業本部オペレーション部は、本日（12月 6日）「ネットワーク再編

の暫定実施に伴う具体的要員措置計画」について地方本部に説明してきました。 

 

 標記は、交渉情報 NO.56（11月 29日発出）の通り、新潟中局郵便内務において深

夜勤務が廃止されることに伴い、過員の発生が予想されるため、具体的要員措置計画

が提示されたものです。 

 

１ 実施日（要員措置日）は、平成２５年４月１日（月）（勧奨退職は、平成２５年３

月３１日）。 

  

２ 発生予想過員は、以下の通り。 

郵便局名 職種 現在員数 過欠員数等 減員数 発生予想過員数等 

新潟中 内務 ２３ ▲３ ５ ２ 

※ 現在員・発生予想過員数は、平成２４年１１月３０日（金）現在 

 

３ 要員措置は配置転換により行なう。なお、効率化による勧奨退職希望の把握を行

ない、希望状況により過員が解消される場合は、勧奨退職を実施し自然減とする。 

  

４ 配置転換について、対象者は新潟中局郵便課の管理者を除く社員とし、配置転換

先は近隣の欠員局へ行なうとしています。 

  要員協議方式は、正社員全員から希望を取る調書方式としました。ついては、「配

置転換希望調書」（別紙１）を配布し、本人記入の上、１月３１日（木）17：00ま

でに所属長に提出願います。 

なお、配転一時金及び勧奨退職の要綱については、支社資料を参照願います。 

 

今後のスケジュールについては、 

① 「実施計画」並びに「要員措置計画」の地本意見表明－１２月２１日（金） 

 ② 地本意見表明に対する交渉整理          － １月１１日（金） 

交渉情報 NO.59 
信越支社郵便事業本部 

オペレーション部 

Ｊ Ｐ 労 組 信 越 地 方 本 部 2012 年 12 月 6 日  添付資料：6 枚 

信越
地本 交渉関係



 ③ 整理後、当該局より実施概要並びに配置転換希望調書の提出方法等の説明 

 ④ 要員協議の調整及び支部労使員会の開催－２月１日（金）以降 

 

 地本意見表明の期日を１２月２１日（金）としました。新潟中局郵便内務組合員に

対する地本オルグを行ないますので、新潟支部においては集会等の準備を進めていた

だきますよう要請します。 

 なお、意見表明に関する要求項目については、１２月２０日（木）までに取りまと

め地本へ報告をお願いします。 

 


